
【20190420 TAKUMI-TRUST】

第１部 民事(家族)信託のイロハと活用事例、報酬の設定について

相続対策における民事信託×生命保険信託の具体的な使い方第２部

 なぜ民事(家族)信託が必要なのか？ 後見や遺言では対応できないケースとは
 どのように民事(家族)信託業務に関わることができるのか？報酬設定について
 新しい仕組み″生命保険信託” とは？ どのような使い方ができるのか？
 生命保険信託と民事信託をどう併用するの？「複層式ハイブリッド信託」とは？
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電話：070-6660-2515 〔営業時間：平日9:00～18:00〕

まほろば司法書士事務所【家族信託の匠】
お問い合わせ 〒370-0046 群馬県高崎市江木町1696代表 髙橋昭安

2019年4月20日(土) 定員20名
(予定)

【参加費用：@３,000円】

13:00～17:00〔開場12:30〕

プルデンシャル生命保険㈱ 高崎支社 ライフプランナー講

師

まほろば司法書士事務所 代表

髙橋 昭安（たかはしあきやす） 是安 章広（これやすあきひろ）

都内の相続専門の司法書士事務所で、多数の相続手続きを経
験する。相談者に寄り添えるサービスを提供するために地元群馬
で独立開業。講演活動にも力を入れ、昨年は30回以上の家族
信託セミナーを行なう。

相続分野における出口対策コンサルを中心に全国で活動。
ここ数年は「民事信託」×「生命保険信託(商事信託)」の『複層型
ハイブリッド信託』で、これまでなかった新しい財産管理・財産継承を
テーマに、各地で各専門家とチームを組んで業務を展開している。

★群馬開催 ／生前対策・終活支援を取り組む専門家向け★

～生前対策提案に「付加価値」と「差別化」を～

“信託”の活用で、これまでなかった新しい解決法を！

または、まほろば司法書士事務所ホームページ

www.mahoroba-souzoku.com/

⇒「 セミナー情報 」のリンクより申込フォームにお進みください

≪お申込方法〔以下をご利用ください〕≫

申込フォーム
専用
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